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定

山
口
県
下
関
水
産
振
興
局

山
口
県
日
本
海
海
区
漁
業

務
局

山
口
県
告
示
第
四
百
十
五
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

鯖
島
馬
ケ
瀬
頂
上

鯖
島
ビ
シ
ャ
ゴ
瀬
頂
上

鯖
島
平
瀬
頂
上

五
度
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

〇
度
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

四
九
度
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

六
〇
度
一
、
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

五
八
度
一
、
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

四
四
度
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

魚
定
置
漁
業

月
一
日
か
ら
翌
年
七
月
三
十
一
日

の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
最

ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ハ
の
各
点
を
順
次

事
項
、
申
請
期
間
等
を
次
の
と
お

日

山
口

項号置
漁
業

及
び
山
口
県
柳
井
水
産
事
務
所

調
整
委
員
会
事
務
局
及
び
山
口
県

律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
一
条

三

点点 ま
で

大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま

結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

り
定
め
た
。

県
知
事

二

井

関

成

瀬
戸
内
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
定
置

れ域 事漁



平

三

成 年 月 日 火曜日

一二
山式

山 口

（
四大

と
お当

労
働

（定期）県 報

四五

第 号

二三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

吉
南
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

所
在
地

吉
敷
郡
小
郡
町
大
字

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

口
ア
ー
ト
ロ
ツ
ク
工
業
株

会
社

吉
敷

公

一
一
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

該
届
出
は
、
平
成
十
七
年
七
月
二

部
商
政
課
及
び
小
郡
町
役
場
に
お

免
許
申
請
期
間

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日
か
ら

漁
場
図
閲
覧
場
所

山
口
県
水
産
部
漁
政
課

山
口
県
萩
水
産
事
務
所

山
口
県
日
本
海
海
区
漁
業
調
整
委

制
限
又
は
条
件

の
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ハ
の

設
期
間
は
、
十
月
一
日
か
ら
翌
年

水
面
下
三
メ
ー
ト
ル
以
上
に
し
な

免
許
予
定
日

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

漁
業
権
存
続
期
間

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
平

山
口
県
知

在
地

セ
ン
タ
ー

上
郷
一
五
八
〇
の
一

代
表
者
の
氏
名

住郡
小
郡
町
大
字
上
郷
一
五
八
九

告

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

十
六
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十

い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す

同
年
九
月
三
十
日
ま
で

員
会
事
務
局

各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ

三
月
三
十
一
日
ま
で
と
し
、
上

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

成
二
十
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

事

二

井

関

成

所

代
表
者
の
氏
名

熊
野

清
一

届
出

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

が
あ
り
ま
し
た
。

八
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工

。 て
囲
ま
れ
た
区
域
の
垣
網
の
敷

面
は
、
最
大
高
潮
時
に
お
い
て

（
四
一
二
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

株
式
会

四

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
八
日

五

変
更
年
月
日

平
成
十
三
年
四
月
二
十
七

株
式
会

小
牧

株
式
会

有
限
会

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会

株
式
会

小
牧

株
式
会

有
限
会

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
住
所

株
式
会

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模

業
を
行

株
式
会

有
限
会

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会

立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

社
テ
レ
ト
ピ
ア

日 社
テ
レ
ト
ピ
ア

幸
社
セ
リ
ア

社
渡
邉
屋

社
マ
リ
ン

社
テ
レ
ト
ピ
ア

幸
社
セ
リ
ア

社
渡
邉
屋

社
マ
リ
ン

小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

社
セ
リ
ア

社
渡
邉
屋

社
マ
リ
ン

よ
る
届
出

六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

秋
枝

耕
一

下
関
市
富
任
町
一
丁
目

五
番
一
〇
号

山
口
市
錦
町
二
番
六
三

号河
合

宏
光

渡
邉

寛

宮
崎

繼
治

株
式
会
社
テ
レ
ト
ピ
ア

小
牧

幸

岐
阜
県
大
垣
市
外
渕
二

丁
目
三
八

吉
敷
郡
小
郡
町
大
字
下

郷
二
九
四
の
九

山
口
市
水
の
上
町
二
番

七
号

更

前

変

更

後

株
式
会
社
セ
リ
ア

有
限
会
社
渡
邉
屋

株
式
会
社
マ
リ
ン

四

の

公

告



平成 年 月 日 火曜日

山
こ
に

山 口 県

四五

（定期）報

一二
山式

三

第 号

と
お当

か
ら

衆
の

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

人

事

委

口
県
人
事
委
員
会
が
取
り
扱
う
個

公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
開
店
時
刻

株
式
会
社
マ
リ

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
閉
店
時
刻

〃

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
八
日

変
更
年
月
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

吉
南
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

所
在
地

吉
敷
郡
小
郡
町
大
字

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

口
ア
ー
ト
ロ
ツ
ク
工
業
株

会
社

吉
敷

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

同
年
十
一
月
二
十
八
日
ま
で
の
間

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

山

員

会

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

ン

午
前
一
〇
時

午
後
八
時

在
地

セ
ン
タ
ー

上
郷
一
五
八
〇
の
一

代
表
者
の
氏
名

住郡
小
郡
町
大
字
上
郷
一
五
八
九

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課

山
口
県
知

口
県
人
事
委
員
会

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

前

変

更

後

午
前
九
時
三
〇
分

午
後
一
〇
時

所

代
表
者
の
氏
名

熊
野

清
一

が
あ
り
ま
し
た
。

、
平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

及
び
小
郡
町
役
場
に
お
い
て
公

事

二

井

関

成

弁
護
士

大
塚

健
二

山
口
県
労
働
委

マ
ツ
ダ
労
働
組

氏

名

略

加
藤

政
男

山
口
県
労
働
委

山
口
県
労
働
協

柳
澤

旭

山
口
県
労
働
委

山
口
大
学
経
済

大
田

明
登

山
口
県
労
働
委

弁
護
士

北
本

時
枝

山
口
県
労
働
委

税
理
士

中
坪

清

山
口
県
労
働
委

公

告山
口
県
労
働
委
員
会
の

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二

月
十
四
日
現
在
の
山
口
県
労
働

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六

診
療
放
射
線
技
師
採
用
試
験
の

臨
床
検
査
技
師
採
用
試
験
の
成

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

労

働

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

山
口
県
人
事
委
員
会
が

山
口
県
人
事
委
員
会
が
取
り

員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部

別
表
保
健
師
・
助
産
師
採
用

員
会
労
働
者
委
員

合
副
執
行
委
員
長

員
会
公
益
委
員

会
理
事
長

員
会
公
益
委
員

学
部
教
授

員
会
公
益
委
員

員
会
公
益
委
員

員
会
公
益
委
員

あ
っ
せ
ん
員
候
補
者

十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十

委
員
会
の
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
は

日

山
口
県
労
働
委
員

成
績

一
年

績

合
格
発

一
年

ら
施
行
す
る
。

委

員

会

二
十
七
号

取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関

扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

試
験
の
成
績
の
項
の
次
に
次
の
よ

合
格
発

五

歴

条
の
規
定
に
基
づ
く
平
成
十
七
年

、
次
の
と
お
り
で
す
。

会
会
長

加

藤

政

男

人
事
委
員
会
事
務
局

表
の
日
か
ら

人
事
委
員
会
事
務
局

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

規
則
（
平
成
十
四
年
山
口
県
人
事

う
に
加
え
る
。

表
の
日
か
ら

七 則委

人

事

委

員

会

労

働

委

員

会



平
成
十

平
成
十

平成 年 月 日 火曜日

斉
藤

藤
井

菅
野

山 口

中
山

阿
部

須
之

吉
木

井
上

中
田

川
尻

家
根

（定期）県 報

猪
塚

大
谷

山
田

山
中

小
谷

第 号

杉
本

中
野

長
嶺

山
田

浅
野七

年
七
月
二
十
六
日
印
刷

七
年
七
月
二
十
六
日
発
行

憲
平

山
口
県
商
工
労
働
部
労

俊
照

山
口
県
東
部
労
政
事
務

能
久

山
口
県
西
部
労
政
事
務

修
身

前
山
口
県
労
働
委
員
会

哲
男

前
山
口
県
労
働
委
員
会

内
良
夫

前
山
口
県
労
働
委
員
会

英
一

前
山
口
県
労
働
委
員
会

徹

前
山
口
県
労
働
委
員
会

士
朗

前
山
口
県
労
働
委
員
会

博
之

山
口
県
労
働
委
員
会
事

内
健
二

山
口
県
労
働
委
員
会
事

一
夫

山
口
県
労
働
委
員
会
使

元
林
兼
産
業
株
式
会
社

憲
史

山
口
県
労
働
委
員
会
使

東
洋
鋼
鈑
株
式
会
社
取

義
裕

山
口
県
労
働
委
員
会
使

宇
部
鉄
工
業
協
同
組
合

直
之

山
口
県
労
働
委
員
会
使

山
口
県
経
営
者
協
会
専

典
子

前
山
口
県
労
働
委
員
会

郁
夫

山
口
県
労
働
委
員
会
労

ト
ク
ヤ
マ
労
働
組
合
執

威

山
口
県
労
働
委
員
会
労

日
本
労
働
組
合
総
連
合

平
治

山
口
県
労
働
委
員
会
労

日
本
労
働
組
合
総
連
合

正
人

山
口
県
労
働
委
員
会
労

全
日
本
運
輸
産
業
労
働

正
之

山
口
県
労
働
委
員
会
使

宇
部
興
産
株
式
会
社
顧

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

政
課
長

所
長

所
長

公
益
委
員

労
働
者
委
員

労
働
者
委
員

労
働
者
委
員

使
用
者
委
員

使
用
者
委
員

務
局
長

務
局
次
長

用
者
委
員

常
務
取
締
役

用
者
委
員

締
役
下
松
工
場
次
長

用
者
委
員

理
事
長

用
者
委
員

務
理
事

公
益
委
員

働
者
委
員

行
委
員
長

働
者
委
員

会
山
口
県
連
合
会
事
務
局
長

働
者
委
員

会
山
口
県
連
合
会
会
長

働
者
委
員

組
合
連
合
会
山
口
県
連
合
会
執

用
者
委
員

問

庁

定
価
一
箇
月

金
二

事
行
委
員
長

千
七
百
円
（
送
料
共
）

六


